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別紙１

災害時における河川災害応急対策業務に関する協定（案）

国土交通省関東地方整備局高崎河川国道事務所長 信太啓貴（以下「甲」という。）と

○○建設（株）代表取締役 ○○○○（以下「乙」という。）とは、災害時における高崎

河川国道事務所管内の河川災害応急対策業務に関し、次のとおり協定を締結する。

(目的)

第 １条 この協定は、高崎河川国道事務所管内において地震・大雨・大雪等の異常な自

然現象及び予期できない災害等が発生し又はおそれがある場合、災害応急対策業

務を実施するにあたり、これに必要な建設機械、資材、労力等の確保及び動員の

方法等必要な事項を定め、被害の拡大防止と被災施設の早期復旧に資することを

目的とする。

（業務の実施区間）

第 ２条 業務の実施区間は、以下のとおりとする。

高崎出張所管内 ○○川○岸 ○○．○ｋｐ～○○．○ｋｐ

（別添図面 区間番号○）

(実施区間外の協力要請)

第 ３条 甲は、高崎河川国道事務所管内に災害が発生し、又はそのおそれがある場合に

おいて必要と認めるときは、乙に対し業務実施区間外の協力を要請することがで

きるものとする。

２ 甲は、東京都２３区内において震度６弱以上（首都直下地震）を観測し、関

東地方整備局管内に災害が発生し、又はそのおそれがある場合において必要と

認めるときは、乙に対し業務実施区間外（県外）の協力を要請することができ

るものとする。

３ 乙は、甲から協力要請があった場合は、これに協力するものとする。

(建設資機材等の報告)

第 ４条 乙は、あらかじめ災害時に備え、業務に際し使用可能な建設資機材等の数量を

把握し、書面により甲へ報告するものとする。

２ 前項の建設資機材等の報告は、年２回（４月末、１０月末）報告するものとす

るが、著しい変動があった場合又は、甲の要請があった場合は、保有状況を速や

かに甲へ書面により報告するものとする。

３ 甲は、甲の保有する建設資機材等について、あらかじめ乙に書面により、通知

するものとする。
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(建設資機材等の提供)

第 ５条 甲及び乙は、それぞれから要請があった場合は、特別な理由がないかぎり、そ

れぞれに対し建設資機材等を提供するものとする。

(出動の要請)

第 ６条 甲は、乙に対し第２条の業務実施区間の具体的な災害状況に応じ、応急対策業

務のための出動を書面又は電話等の方法により要請するものとする。

２ 乙は要請を受けた場合（ただし書きを含む）、速やかに現場責任者を定め、甲

に氏名・連絡先を報告すると共に、直ちに出動し、応急対策業務を実施するもの

とする。

（業務の指示）

第 ７条 業務の直接の指示は、当該業務実施区間を担当する出張所長（以下「出張所長」

という。）が行うものとし、乙はその指示に従うものとする。

(契約の締結)

第 ８条 甲は乙に、第６条に基づく出動を要請したときは、遅滞なく随意契約を締結す

るものとする。

(業務の完了)

第 ９条 乙または現場責任者は、業務が完了したときは、電話等により直ちに出張所長

にその旨を報告するものとする。

(業務の実施報告)

第１０条 乙または現場責任者は、業務の完了後、作業時間及び使用建設資機材等を出張

所長に書面により報告するものとする。

甲は、必要に応じて応急対策等の途中段階で、使用した建設資機材等の報告を

求めることができるものとする。

(費用の請求)

第１１条 乙は、業務完了後、当該業務に要した費用を第８条により締結した契約に基づ

きその費用を請求するものとする。

(費用の支払)

第１２条 甲は、第１１条の規定による請求を受けたときは、内容を精査し第８条により

締結した契約に基づきその費用を支払うものとする。
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(損害の負担)

第１３条 応急対策業務の実施において甲、乙双方の責に帰すべからずものにより、第三

者に損害を及ぼしたとき、又は甲が貸与の建設資機材等に損害が生じたときは、

その処置について甲、乙協議して定めるものとする。ただし、その損害のうち、

業務の実施につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものに

ついては、乙が負担するものとする。

なお、乙はその事実の発生後遅滞なくその状況を書面により甲に報告しなけれ

ばならない。

（訓練等への参加）

第１４条 乙は、甲が主催する訓練、講習会等に、甲からの参加要請があった場合は参加

するものとする。なお、参加に伴う費用負担は乙が負担するものとする。

(有効期限)

第１５条 この協定の有効期限は、平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日までと

する。

(協定の解約)

第１６条

甲もしくは乙において、第１５条の有効期限内に協定を継続できない事情が発

生したときは、甲乙協議のうえ協定を解約できるものとする。

(その他)

第１７条 この協定に定めのない事項又は、疑義が生じた事項については、その都度甲、

乙協議して定めるものとする。

２ 協定区間内で維持工事を契約している場合においては、協定区間内で行った災

害協定に基づく災害対応については活動実績として認められない。

この協定の証として、本書２通を作成し甲、乙記名押印のうえ各自１通を保有する。

平成２７年 ３月 日

甲． 群馬県高崎市栄町 6 番 41 号

国土交通省 関東地方整備局

高崎河川国道事務所長 信太 啓貴

乙． ○○県○○市○○町○○○番

○○建設株式会社

代 表 取 締 役 ○○ ○○


